
生命保険料控除の記入の仕方について

 『申告書A【平成24年分以降用】』と『申告書B【平成24年分以降用】』の“第二
表”に関して、「生命保険料控除」の記入欄が、本書に掲載しているものから変更
されています。

　計算方法や記入の仕方については本書の通りですので、記入する欄だけ間違
えないように注意してください。

●申告書A　第二表 ●申告書B　第二表

ここが変更されました ここが変更されました



●「旧契約（平成23年12月31日までに締結）」の生命保険料控除額の計算式

●申告書Aの場合

●申告書Bの場合

年間の支払保険料の合計 控　除　額

この欄に記入します。

「生命保険」と「個人年金」のそれぞれで計算します。控除額は、生命保険料5万円＋個人年金保
険料5万円＝10万円が最大になります。合計した額は、第一表に記入してください。



●生命保険料控除額の計算（平成24年1月1日以降に締結）

年間の支払保険料の合計 控　除　額

●申告書Aの場合

●申告書Bの場合 この欄に記入します。

「生命保険」「個人年金」「介護医療保険料」のそれぞれで計算します。控除額は、生命保険料4
万円＋個人年金保険料4万円＋介護医療保険料4万円＝12万円が最大になります。合計した額
は、第一表に記入してください。


